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譲渡性預金 商品概要説明書 

  
                                                                     （２０２５年１月現在） 

１  商品名 ・譲渡性預金（ＣＤ） 

２  ご利用いただ

ける方 

・法人および個人のお客さま 

３  期間  ・満期日指定方式（休日を指定することはできません。） 

 お預け入れ日の２年後の応答日までの日 

・自動継続でのお取扱いはできません。  

４  預入  

(1) 預入方法  

(2) 預入金額  

(3) 預入単位  

  

・一括してお預け入れいただきます。  

・５，０００万円以上 

・１，０００万円単位 

５  払戻方法  ・満期日以後に一括して払い戻します。  

６ 利息  

(1) 適用利率  

   

(2) 利払頻度 

 

 

 

 

 

 

 

  

(3) 計算方法  

  

・お預け入れ時の約定利率を満期日まで適用します。（適用利率については窓口までお

問い合わせください。） 

・お預け入れ日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算し、満期日以

後にこの預金とともに一括して支払います。 

ただし、満期日をお預け入れ日の２年後の応答日とした場合には、お預け入れ日の１

年後の応答日（以下「中間利払日」といいます。）を基準として、次により取扱いま

す。 

① お預け入れ日から中間利払日の前日までの日数および約定利率によって計算した

利息（以下「中間払利息」といいます。）を、中間利払日以後に支払います。 

② 中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した利息を

満期日以後に、この預金とともに支払います。 

・１年を３６５日とする日割計算をおこないます。  

・付利単位：１円 

・満期日以後の利息は付きません。  

７ 税金  ・法人のお客さま 

総合課税（非課税法人の場合は非課税）    

 

・個人のお客さま 

源泉分離課税２０％（国税１５％、地方税５％）  

※ただし、平成２５年１月１日～令和１９年１２月３１日までの間にお受取りになる

お利息には｢復興特別所得税｣が課され、２０．３１５％（国税１５．３１５％、地

方税５％）の源泉分離課税が適用されます。  

８ 中途解約 ・満期日前の解約はできません。 

９ 預金保険制度 ・預金保険の対象ではありません。 

１０ その他重要事

項 

・この預金は、一般の定期預金とは異なり、譲渡禁止の特約がなく、譲渡性預金規定に

基づく所定の手続きにより譲渡することも可能です。ただし、利息（未払の中間払利
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息を含みます。）とともにのみ譲渡することができ、元利金の一部を譲渡することは

できません。 

なお、譲渡方法は指名債権譲渡の方法によります。 

・償還日前（証書上の満期日前）に譲渡する場合、市場実勢価格での譲渡となります。

この預金の市場実勢価格は、金利水準の変化に対応して上下します。金利が上昇する

過程では価格が下落し、逆に金利が低下する過程では価格が上昇することになりま

す。したがって、償還日前に譲渡する場合は、投資元本を割り込むことがあります。 

また、買い手がつかない場合、譲渡できないこともあります。 

・当金庫の信用状況の悪化等により、元利金の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリ

スクがあります。 

・当金庫は当金庫預金の譲渡・買取をお受けすることはできません。 

・本商品の契約成立後の取消しや訂正はできません。 

１１ 当金庫に対す

る苦情申出先 

・お客さまサービスセンター 

  お客さまサービスセンター連絡先 

  電話番号  ０１２０‐０７９‐３６６ 

  サービスについてのご意見・ご感想（商工中金ホームページ内） 

https://www.shokochukin.co.jp/opinion/service/ 

１２  当金庫との紛

争の解決の 

ための申立先 

・東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター、 

 第二東京弁護士会仲裁センター 

  東京弁護士会紛争解決センター連絡先 

  電話番号  ０３‐３５８１‐００３１ 

  第一東京弁護士会仲裁センター連絡先 

電話番号  ０３‐３５９５‐８５８８ 

第二東京弁護士会仲裁センター連絡先 

電話番号  ０３‐３５８１‐２２４９ 

  

  


